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  令和５年 12月１日 

 豊島区長 高際みゆき 殿 

幹 事 長 細川正博 

副幹事長 星 京子 

 

令和６年度 予算要望書の提出にあたって 

～ 都民ファーストの姿勢で、身近な区政の実現を ～ 

 

 私たち「都民ファーストの会豊島区議団・国民民主党（略称：都民ファーストの会・国民）」

は、都民ファーストの会豊島区議団（４名）と国民民主党（１名）が政策協定を締結し活動

している政策集団です。 

都民ファーストの視点になっているか、情報公開が十分か、賢い支出となっているか、持

続可能性のある取り組みとなっているか、という 4 つの政策判断基準で行政へのチェック機

能と政策提言機能を果たす所存です。また、併せて議会改革へ積極的に取り組み、議会とし

ての責任を果たす決意です。 

 

令和 5 年 5 月から新型コロナが５類感染症へ移行し、例年通りに祭礼やイベント等が行わ

れるなど、街に活気が戻ってきました。一方で、ロシアによるウクライナへの侵略や中東情

勢の悪化、円安の進行などにより、光熱費や燃料代、食料品などの物価高騰が続き、区民生

活へ影響が直撃しています。既に保育所や高齢者施設等、公衆浴場や医療機関等への支援策

は講じましたが、区民生活への影響を小さくするよう更なる対策を区へ求めます。 

 

区へ緊急要望を行った給食費の無償化が実現しましたが、利用者数が限られる土日開庁の

見直しなど、取り組むべき課題はまだ多くあります。行政 DX 化を区民サービスの充実につな

げるなど、賢い支出によりメリハリのついた区政を実現したいと考えております。 

 

豊島区が更なる発展を遂げるため、令和６年度予算編成に際して 28 項目の重点要望と 419

項目の予算要望を致します。令和６年度予算は、高際区政となって初めての予算編成となり

ます。高際区長が就任後、「子どもレター」や「区民による事業提案制度」を行うなど、幅広

い区民からの意見を汲み取る姿勢を前面に出していることは高く評価できます。私たちの会

派所属議員も、身近な区政と感じて頂けるよう地域に根差した活動を心がけ、地域の声を普

段から集めています。要望内容は、区民や団体などの声を汲み、会派内での真剣な議論を経

て決定しています。前向きにご検討くださることをご期待申し上げます。 
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都民ファーストの会豊島区議団・国民民主党 所属議員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細川 正博（幹事長）  

〒170-0005 豊島区南大塚 1-51-17 

TEL：03-3945-2530 FAX:03-6774-8774 

Mail: hosokawa@hosokawamsahiro.jp 

常任委員会：総務委員会、議会運営委員会 

特別委員会：豊島副都心開発調査特別委員会 

      環境・清掃対策調査特別委員会（委員長） 

附属機関等：財産価格審議会、都市計画審議会、 

リサイクル・清掃審議会、交通安全協議会、 

土地開発公社評議員、議会改革検討会、 

区議会情報公開・個人情報保護審査会 

星 京子（副幹事長）  

〒170-0012 豊島区上池袋 2-39-12 

TEL：03-3916-4745 FAX:03-5907-0037 

Mail: hoshikyouko@gmail.com 

常任委員会：子ども文教委員会（委員長）、議会運営委員会 

特別委員会：豊島副都心開発調査特別委員会 

      行財政改革調査特別委員会 

附属機関等：男女共同参画推進会議、としま未来文化会議、 

      健康診査センター評議員会、土地開発公社評議員、 

交通安全協議会、議会報告会実行委員会、 

区議会情報公開・個人情報保護審査会 
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中澤 まさゆき（豊島区監査委員）  

〒171-0014 豊島区池袋 3-38-15 

TEL：03-6912-9012 FAX:03-6912-9013 

Mail: nakazawamasayuki1977@gmail.com 

常任委員会：都市整備委員会 

特別委員会：豊島副都心開発調査特別委員会（小委員） 

      防災震災対策調査特別委員会 

附属機関等：防災会議、保健福祉審議会、 

      景観審議会、議会政治倫理検討会、 

広報編集委員会、議会報告会実行委員会 

片岡 きょうこ  

〒170-0003 豊島区駒込 3-16-17 

TEL：080-2557-8855 

Mail:  kyokoktok@gmail.com 

常任委員会：区民厚生委員会 

特別委員会：豊島副都心開発調査特別委員会（副委員長） 

      公共施設･公共用地有効活用対策調査特別委員会 

附属機関等：表彰審査会、消防団運営委員会、 

      国民健康保険運営協議会、議会政治倫理検討会 

 

原田 たかき  

〒171-0042 豊島区高松 2-9-20 

TEL：03-5956-5759 FAX:03-5957-7714 

Mail:  info@takaki-office.jp 

常任委員会：子ども文教委員会 

特別委員会：豊島副都心開発調査特別委員会 

      環境・清掃対策調査特別委員会 

附属機関等：国民保護協議会、住宅対策審議会、 

      自転車等駐車対策協議会、議会改革検討会 
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令和 6 年度予算 重点要望項目 

  （関連頁） 

【物価高騰対策】 

１ 燃料や資材などの物価高騰は深刻さを増し、資材によっては品薄による納期の遅れが生

じている。価格変動が工事対価へ適切に反映されるよう、各種スライド条項を積極的に

活用しつつ、柔軟な運用をされたい。併せて、資材調達の状況に合わせた工期設定をし

ていただきたい。（9 頁 10） 

２ 長引く燃料費等の高騰に影響を受ける公衆浴場を支援するため、現在行っている燃料費

補助についてはその時々の社会経済情勢の変化に適宜対応しつつ、継続されたい。（関

連：16 頁 4） 

３ 原油価格を始めとする物価高騰の影響を受けている障害福祉サービス事業者や介護保険

サービス事業所に対する支援を引き続き行うと共に、同様に物価高騰の影響がある緊急

一時保護事業やイベント開催費用などへの支援の拡大を検討されたい。（関連：16頁５、

22頁８、30頁７など） 

４ 5 年度下期実施の医療機関等への物価高騰対策は、燃料費等の高騰が続く局面では継続

されたい。（27 頁１） 

 

【電子化の取組みによる行政改革、情報公開、区民の利便性向上】 

５ 議会関連のシステムや機器の更新は適時行い、AI 文字起こしや議会の更なる情報公開、

分かりやすい情報発信につながるよう努められたい。（6頁６） 

６ 区ホームページは、見やすいレイアウトになるよう工夫し、更なる利便性の向上に努め

られたい。また、各専門家への問い合わせ先の掲載や動線改善など、更なる充実を図ら

れたい。（関連：7 頁 10） 

７ ＤＸ（デジタルトランス・フォーメーション）推進について、デジタル化が目的ではな

く、区民がデジタル化の恩恵を受け、行政手続きの利便性向上となるよう進められたい。

（8 頁 16） 

８ 行政のデジタル化については、国の動きを注視しつつ東京都のシステムとの互換性が持

てるように進められたい。（8 頁 17） 

９ 総合防災システムは、設置から 9 年目となり、メンテナンスとシステム活用の検討を要

すると考える。汎用ツールの活用や個人ツールとの連携等、時代に沿ったあり方の検討

をされたい。（10 頁 16） 

10 感染症対策や若い世代の町会活動参加促進のため、オンラインによる町会への情報提供

や会議の実施が可能となるよう支援されたい。（関連：14頁 6） 

11 休日開庁の区民ニーズや現在の利用状況、費用対効果等を十分に検証し、休日にしか来

庁できない方への対応にも配慮した上で、規模縮小も含めた休日開庁のあり方の再検討

を進めていただきたい。併せて、来庁せずに手続きできる行政サービスの更なる充実を

図られたい。（15 頁 15） 

12 電子図書館の周知を行うと共に、更なるサービスの拡充を検討していただきたい。更に

教育委員会と連携し、児童・生徒の利用拡大へ努めていただきたい。（関連：19頁 49） 

13 高齢者の見守り活動やアウトリーチへのデジタル機器やサービスの活用を行うと共に、

デジタルデバイドへの対応を丁寧に行われたい。（関連：23 頁 31、24 頁 32） 

14 自転車駐輪場について、電子決済の導入を検討されたい。（関連：35 頁 25） 
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【建設業における働き方改革等】 

15 発注の平準化に引き続き取組むと共に、竣工日の分散化を図っていただきたい。（関連：

9頁 12） 

16  工事の設計及び契約変更については、事前協議を入念に行い、変更がある場合は速やか

に調整を行っていただきたい。（9頁 13） 

17  令和６年度から建設業への罰則付き時間外労働の上限規制が行われる。更なる工事の平

準化と工事書類の削減と簡素化等で、建設業の働き方改革につながるあり方を検討され

たい。週休二日制実施に伴う補正係数についても検討されたい。（10頁 14） 

18 工事関係の提出書類の簡素化に努められたい。また、分割発注時の各業種への発注図面

の整合が取れないケースがあるため、発注図面の精度向上に努められたい。（12頁 53） 

19 工事発注に際しては関係機関と調整し、債務負担行為と年度跨ぎを活用した工事の更な

る発注の平準化に引き続き取組むと共に竣工日の分散化を図っていただきたい。また、

設計変更等の事務処理の敏速化を図っていただきたい。（35 頁 32） 

 

【事業者支援策】 

20 区ホームページのとしまビジサポへのリンク等、創業支援・事業支援の情報にアクセス

しやすい環境を整備すると共に、としまビジサポの掲載内容の更なる充実化を図られた

い。（17 頁 16） 

21 各種支援策の打ち切りや緊急融資等の返済開始などにより経営が苦しくなる区内事業者

が増える可能性があるため、区内事業者への支援策を講じられたい。（関連：16頁１） 

22 専門家依頼費や事業用機器購入費への補助、複数回申請の仕組みなど、事業者が真に求

める内容を的確に導入し、新型コロナウイルス感染症の５類移行やインボイス制度の施

行などの時代の変化を受けた新しい事業者支援補助金制度の実施を図られたい。（関連：

16頁２） 

23 商店街プレミアム付地域商品券補助事業は、地域活性化に繋がることから、事業の継続

をしていただきたい。（16 頁６） 

24 知的財産権に関する相談体制を整備し、併せて知的財産権取得申請に関する申請手続き

や費用について支援されたい。（17頁 18） 

25 区内事業者がインボイス制度等のデジタル化推進策に対応するための専門家相談の場を

拡充されたい。（17 頁 19） 

 

【子育て支援策】 

26 いわゆる「ケアリーバー」に対する支援策の強化を図られたい。（関連：30頁９） 

27 今後も給食費無償化事業の継続を図っていただきたい。（関連：37 頁 10） 

28 不登校児童生徒がフリースクール等の学習支援を利用した場合に出席扱いとみなすため

の基準を整理・明確化するなど、不登校児童生徒への支援の充実化を検討していただき

たい。（40 頁 50） 
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１．議会費 

〈議会総務課〉 

１ 議員の調査・研究活動に資するために導入した情報検索システムは有用であるので、引

き続き利用に供するようにしていただきたい。 

２ 区議会だよりは、区議会の活動を公平な形で区民の方々へ伝える手段の一つである。内

容を充実し、更なる全戸配布の可能性を検討していただきたい。 

３ より開かれた議会の実現のため、議会施設やシステムの点検・更新を行われたい。 

４ 会議録検索システムを、より検索・閲覧しやすくなるよう検討されたい。 

５ 会議録の調整に要する時間を極力短縮されたい。 

６ 議会関連のシステムや機器の更新は適時行い、AI 文字起こしや議会の更なる情報公開、

分かりやすい情報発信につながるよう努められたい。 
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２．政策経営費 

〈企画課〉〈多文化共生推進担当課〉〈財政課〉〈行政経営課〉 

１ 「消滅可能性都市」から 「持続発展都市」へ向けて、引き続き区民の意見を取り入れた

街づくりの推進をしていただきたい。また、SDGs 未来都市として、SDGs の理念や考え方

を事業に反映し、推進していただきたい。 

２ 今後行われる各種の事業推進に際しては、民間の持っている力を活用し、多様な公民連

携の手法を用いると共に、更により良い手法を模索し、区民の利益に資する手法の活用

に尽くしていただきたい。 

３ いわゆるふるさと納税制度について、本来の制度の趣旨は尊重すべきだが、その運用は

本来の趣旨からかけ離れてきた。同制度の本区財政に与えている影響や、制度自体の本

来の趣旨について区民への周知をしていただきたい。 

４ 各審議会及び委員会に士業などの専門家の活用を検討していただきたい。 

５ 外国籍の方々向けの研修会・相談窓口・情報発信の中で、入管法等の法令に則った「適

法な在留」に関する啓発・周知を強化していただきたい。 

 

〈SDGs 未来都市推進課〉〈シティプロモーション担当課〉〈セーフコミュニティ推進室〉 

６ セーフコミュニティ認証取得から 11 年が経過した。これまでのセーフコミュニティの取

組みで蓄積したデータや知見を活用し、エビデンスに基づく政策立案につなげられたい。

併せて、認証機関による認証に頼らず仕組みを内製化できるよう研究を進められたい。 

７ 国際アート・カルチャー都市構想は、本区の新たなまちづくりの方向性を示すものであ

る。文化戦略・空間戦略・国際戦略を相互連携させ、プロデューサー・懇話会・特命大

使による推進体制を強固にし、SDGs 未来都市も視野に入れた特命大使の更なる参画と活

動の自律化を支援するなど、国際アート・カルチャー都市構想の実現を図っていただき

たい。 

８ としま SDGs 都市宣言の目的を踏まえた施策を展開すると共に、SDGs の理念の普及啓発

に努めていただきたい。 

９ e-スポーツを行政施策に活かすよう研究されたい。 

 

〈広報課〉〈区民相談課〉 

10 「広報としま」、ホームページは、常に新しい情報を掲載し、更なる見やすい構成と利便

性の向上を図られたい。また、各専門家への問い合わせ先の掲載や動線改善など、更な

る充実を図られたい。 

11 区政情報、広報の発行情報、防災情報などが得られる区公式 LINE、区公式ツイッターの

周知に努められたい。 

12 「声の広報」は更に充実されたい。 

13 各種士業の専門相談が区民に活用されるよう、実施場所、実施日時について、「広報とし

ま」や庁舎アナウンスなどを活用して周知を図られたい。 

14 各種士業の専門業務について、非資格者行為を排除するよう、広報等に努められたい。 
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15 区役所内各種申請窓口において、非行政書士行為への注意喚起を表示されたい。また、

各種申請様式に行政書士代理申請欄を設定されたい。 

 

〈情報管理課〉 

16 ＤＸ（デジタルトランス・フォーメーション）推進について、デジタル化が目的ではな

く、区民がデジタル化の恩恵を受け、行政手続きの利便性向上となるよう進められたい。 

17 行政のデジタル化については、国の動きを注視しつつ東京都のシステムとの互換性が持

てるように進められたい。 
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３．総務費 

〈総務課〉 

１ 「豊島区公文書等の管理に関する条例」のもと、区民の財産である公文書を適切に管理

されたい。 

 

〈人事課〉〈人材育成担当課〉 

２ 職員が心身の健康を保てるよう、休日出勤後に振替休日を取得できるように努めていた

だきたい。管理職についても休日の勤務実態を把握し、心身の健康を害さないよう工夫

をしていただきたい。 

３ 地方公務員法改正により、令和５年度から地方公務員の定年が段階的に 65歳まで引き上

げられ、役職定年制度や、定年前再任用短時間勤務の制度が導入された。現場に混乱を

きたさぬ人員配置への配慮と、中・長期的な人材育成に取組まれたい。 

４ 会計年度任用職員制度導入に伴い、正規職員との均衡の観点から、臨時・非常勤職員の

処遇改善に努められたい。 

５ 災害対策や新規事業に備え、必要な正規職員の確保に努められたい。 

６ 働き方改革の観点から、テレワークの活用に引き続き取組まれたい。 

７ としまイクボス宣言を行い働き方改革を進める本区での取組みを区内外へ発信し、本区

のライフ・ワーク・バランスを重視する姿勢を積極的にアピールしていただきたい。 

 

〈契約課〉 

８ 豊島区内業者の保護・育成を図るため、入札参加条件の厳格化を要望する。また、委託・

請負案件の一般競争入札に関しては、入札参加資格に一定の制限を付けていただきたい。

加えて、PFI 方式等を採用する場合でも、区内業者が参画機会を得られるよう条件整備

など検討されたい。 

９ 総合評価入札制度の防災活動評価点について、防災協定を締結している団体などへの更

なる評価を検討されたい。また、区の事情などで総合防災訓練が中止になった場合等の

救済措置を引き続き対応されたい。 

10 燃料や資材などの物価高騰は深刻さを増し、資材によっては品薄による納期の遅れが生

じている。価格変動が工事対価へ適切に反映されるよう、各種スライド条項を積極的に

活用しつつ、柔軟な運用をされたい。併せて、資材調達の状況に合わせた工期設定をし

ていただきたい。 

11 地元中小事業者の育成及び業者の底上げのため、東京都に倣ってＤ等級業者の受注金額

の更なる引き上げを実施し、激減しているＤ等級業者の参加案件の増加の検討をしてい

ただきたい。 

12 債務負担行為を活用した発注の平準化に引き続き取組むと共に、竣工日の分散化を図っ

ていただきたい。 

13 工事の設計及び契約変更については、事前協議を入念に行い、変更がある場合は速やか

に調整を行っていただきたい。 
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14 令和６年度から建設業への罰則付き時間外労働の上限規制が行われる。更なる工事の平

準化と工事書類の削減と簡素化等で、建設業の働き方改革につながるあり方を検討され

たい。週休二日制実施に伴う補正係数についても検討されたい。 

15 社会保険労務士等の専門家の活用など、公契約制度の更なる充実を図られたい。 

 

〈防災危機管理課〉 

16 総合防災システムは、設置から９年目となり、メンテナンスとシステム活用の検討を要

すると考える。汎用ツールの活用や個人ツールとの連携等、時代に沿ったあり方の検討

をされたい。 

17 頻発する自然災害に際し、地域防災組織の重要性は年々高まってきている。地域防災力

向上のため、町会や自治会と連携し、災害時に機能する組織になるよう支援をしていた

だきたい。併せて、救援センター開設運営訓練の実施頻度を高めるよう検討されたい。 

18 地域に身近な区民集会室等について、防災拠点として活用することを検討されたい。 

19 現状は敷地内にマンホールトイレを設置できない救援センターについて、敷地内への設

置を可能とするよう整備を着実に進められたい。 

20 多様性配慮の視点での防災を進めるため、豊島区防災会議に多様な立場の委員を配置す

ると共に、地域防災組織や救援センター運営調整会議には複数の女性を配置し、誰もが

安心できる避難所運営に向けて取り組んでいただきたい。 

21 土砂災害防止法に基づく調査結果や洪水ハザードマップなどを踏まえ、地域に合わせた

防災訓練を行っていただきたい。また、様々な災害を想定した実行性のある防災訓練を

行い、必要な安全対策等を講じていただきたい。 

22 初期消火において重要な設備である街頭消火器について、街頭消火器マップのメンテナ

ンスを随時行うと共に、引き続き設置の重要性の周知等、町会や消防団などと連携して

取組んでいただきたい。 

23 「池袋駅周辺エリア防災対策協議会」において、国、東京都、豊島区、並びに民間事業

者の役割を明確にし、関係者間の連携を緊密に図られたい。 

24 帰宅困難者対策については、特に池袋周辺地域が都市再生緊急整備地域に指定されたこ

ともあり、周辺の多くの事業者が取り組んでいる。国や都と更に連携を深め、一時滞在

施設の確保を始め備蓄倉庫の整備や食料等の確保、情報提供体制の整備や避難経路の明

確化等、更なる充実を図っていただきたい。併せて、帰宅困難者対策の情報を中小事業

者などへ周知されたい。 

25 帰宅困難者対策については、国、東京都、豊島区、並びに民間事業者の役割を明確にし、

費用負担のあり方についても協議し連携を図られたい。 

26 防災協定を締結している自治体との、更なる支援・受援体制の充実を図られたい。 

27 各種団体等との防災協定については、必要に応じて当該団体と協議を行い、適宜見直し

を図っていただきたい。 

28 外国人居住者に向けた災害対策として多言語化の推進や、多様な言語に対応した防災マ

ップ・震災対応マニュアル等を作成されたい。 

29 災害時の備蓄品の補充点検は、引き続き適宜行われたい。 

30 救援センター等の防災備蓄品に長時間稼働可能な分量の燃料を確保されたい。。 
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31 備蓄品については、歯ブラシ・スポンジブラシ等の口腔ケア用品他、衛生用品、アレル

ギー対応品、感染症対策に必要な物資や備品を充分に確保されたい。 

32 集合住宅の防災対策として、備蓄状況の検証や防災マニュアルの作成等、具体的な施策

を進められたい。 

33 住宅被害者認定調査や罹災証明書の発行など被災者生活再建支援業務については、区は

全国に先駆けて先進的なシステムを構築している。この仕組みについて、区民へ広く周

知を図っていただきたい。 

34 災害時においては家具転倒防止器具や感震ブレーカー等が有効であるので、その設置を

通して、区民の自助の啓発に更に取組むと共に、助成をしていただきたい。 

35 災害対策要員確保については、非常時における初動活動に必要であることから、更に努

力をお願いすると共に、豊島区職員の防災意識の向上に努めていただきたい。 

36 防災士資格取得助成制度の更なる充実を図ると共に、地域防災組織への制度の周知に一

層努め、地域防災の担い手の育成に取組まれたい。 

 

〈危機管理担当課〉〈コンプライアンス担当課〉 

37 内部統制体制を強化し、事務ミスの内的要因・外的要因等のリスク情報を明確化し、リ

スク・マネジメントの推進を図っていただきたい。 

38 区が排出する廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、違法

事案とならないよう、全庁的な対策を取られたい。 

39 行政の公正な運営のため、全ての施策について法令遵守を徹底されたい。また、公務員

の政治的中立性を堅持されたい。 

 

〈治安対策担当課〉 

40 警察等関係機関と連携を図り、テロ対策に取組まれたい。 

41 町会・商店街の人々を中心にパトロールなどの活動が展開されているが、地域の安全と

安心のために、これらの活動に対し更なる支援をしていただきたい。また、地域の防災

対策の一環として元気な高齢者の活用を推進していただきたい。 

42 繁華街はもとより公園や駐車場など、地域の特殊性を考慮しての防犯カメラの設置を検

討していただきたい。 

43 防犯カメラに係る電気料金を補助対象へ加えられたい。 

44 都や区の補助事業を活用しないで設置した防犯カメラについても、共架料の補助を検討

されたい。 

45 振り込め詐欺対策については、電話機に対する自動録音装置設置等が効果的なので、今

後もその設置について積極的に取組んでいただきたい。 

46 生活安全条例における、繁華街でのスカウト等の取り締まりを委託する場合は、受託者

の安全に十分配慮されたい。 

47 警察・地域と連携した環境浄化パトロールの強化を図っていただきたい。併せて、池袋

駅周辺や大塚駅北口の客引き防止策の強化を要望する。 

48 暴力団排除条例は、理念を生かし有効性のあるものとなるよう、施策を講じられたい。 
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49 警察等関係機関と連携して、危険ドラッグやそれに類する物品の販売店舗に関する情報

収集を怠らないようにし、危険ドラッグ等の蔓延につながる可能性を減らすよう取組み

の強化を図られたい。 

 

〈財産運用課〉 

50 豊島区土地開発公社については、健全経営はもとより、その意義と成果について区民に

対する説明責任を果たしていただきたい。 

51 南長崎６丁目にある引揚者住宅（通称：バス住宅）は、住人・地域の声を聞き、一日も

早い解決ができるよう、引き続き努力していただきたい。 

 

〈施設整備課〉 

52 区内事業者の受注機会確保のため、分離発注に努められたい。また、リース方式での発

注は必要最小限とするよう努められたい。 

53 工事関係の提出書類の簡素化に努められたい。また、分割発注時の各業種への発注図面

の整合が取れないケースがあるため、発注図面の精度向上に努められたい。 

54 区内公共施設のバリアフリー化を進められたい。また、「障害者差別解消法」に基づく「合

理的配慮の提供」を考えた施設整備を行われたい。 

 

〈男女平等推進センター〉 

55 SOGI（性的指向と性自認）に対する差別解消に向けた相談窓口を設置し、滞在している

課題やニーズを把握し対応していただきたい。併せて、区内事業者への周知に取組まれ

たい。 

56 「豊島区男女共同参画都市宣言」「豊島区男女共同参画推進条例」を活かし、「第５次豊

島区男女共同参画推進行動計画」を確実に実行されたい。特に、意思決定の場への女性

の参画を更に進めるため、管理職に占める女性管理職の割合の向上、区の附属機関・審

議会等の女性参画率の向上などに努められたい。 

57 「虐待と暴力のないまちづくり宣言」「豊島区配偶者等暴力防止基本計画」に適う施策を

実現されたい。DV 被害者の相談、保護の施策については、男女平等推進センターや子育

て支援課などの関係部署の連携を密にし、更に充実されたい。 

  また、性暴力については「性暴力の根絶を目指す決議」で示したように、被害者の人格

や尊厳を著しく侵害する犯罪であると同時に被害の訴えや支援の求めが難しく、周囲か

らの発言や対応で二次被害を受ける場合もある行為である。二次被害も含めた性暴力が

もたらす影響について啓発を行うなど、性暴力の根絶を目指していただきたい。 

58 DV 被害者の個人情報保護については、特に厳格に行われたい。 

59 いわゆるセクハラ・パワハラ・マタハラなど様々なハラスメントの具体的な内容の周知

及び予防策の教育などについて、豊島区の職員はもとより区内企業や団体等も対象とし

て的確に行われたい。 

 

〈会計管理室〉 

60 ペイオフ対策については、万全を期されたい。 
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61 定期借地契約にかかる保証金については、保管期間が最低 50 年と長期に渡ることから、

的確に管理・運用されたい。 

62 新公会計制度のもと、本区の資産・負債のストック情報や金利・減価償却などのフルコ

スト情報を正確に把握し、区民への説明責任や自治体経営に活かすあり方を更に検証さ

れたい。 

63 基金等の運用については、安全性が確実で、より有利なものとなるように研究し、適宜、

情報開示を行われたい。 

 

〈選挙管理委員会事務局〉 

64 選挙年齢の引き下げに関連し、主権者教育の充実を図られたい。また、選挙への意識を

啓発していくために、学校での模擬投票等を広く実施されたい。 

65 有権者が見やすいよう、選挙ポスターの掲示板の場所や位置の改善に努められたい。 

66 選挙公報の発行及びホームページへの掲載については、期日前投票に間に合うよう努め

られたい。併せて、確実な全戸配布を行われたい。 

67 利便性の高い西武・東武百貨店における期日前投票所の設置を継続すると共に、更なる

期日前投票所の充実を図られたい。 
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４．区民費 

〈区民活動推進課〉 

１ 多様化・複雑化している町会の課題解決のために、地域の声をよく聴きながら、具体的

な課題の解決に向けた検討を進めると共に、まちづくりの重要なパートナーである町会

が地域コミュニティの中心として十分に役割を担えるよう、積極的な支援に取組んでい

ただきたい。 

２ マンション居住者の町会加入については、新築マンションに関する効果的な事前協議が

行われると共に、既存マンションを含めた地域コミュニティの形成が図られることによ

り、住民の町会加入が更に促進できるよう支援に取組んでいただきたい。 

３ 町会・自治会活動に欠かせない町会掲示板の改修助成については、今後も引き続き積極

的に支援していただきたい。また、増加する外国人居住者の町会等コミュニティへの参

加促進を図られたい。 

４ 町会加入促進施策を進めるにあたり、運営実態に差がある町会の状況を把握し、運営の

健全性と透明性の確保のための支援策を講じられたい。 

５ 町会等をはじめ、ＮＰＯやボランティアグループも含め、地域課題を解決するために取

組まれている様々な活動に対する支援を強化すると共に、活動相互に連携を促進し、多

様な主体が地域の街づくりに参加・協働する仕組みづくりに向け、具体的な施策の展開

をしていただきたい。 

６ 感染症対策や若い世代の町会活動参加促進のため、オンラインによる町会への情報提供

や会議の実施が可能となるよう支援されたい。また、新任の町会長への負担を軽減する

ような方策、冊子の作成、研修会の開催など検討されたい。 

７ 区内で活動するＮＰＯ等の区民活動団体を育成支援するため、地域活動交流センターの

運営内容を拡充していただきたい。 

８ 赤い羽根共同募金・歳末助け合い運動等、募金活動の町会への負担を軽減すると共に、

webを使った募金方法の検討を図られたい。 

９ 地域ＳＮＳピアッザを区民ひろばと連携する形で町会活動にも活かすよう工夫されたい。 

 

〈地域区民ひろば課〉 

10 地域区民ひろばは、多世代交流の促進・セーフコミュニティ活動や補助救援センターの

拠点として地域の重要な役割を複数担っている。その役割が十分に発揮されるよう、区

民からの要望を収集し常に運用の見直しを進められたい。また必要な支援と連携に努め

られたい。 

11 地域区民ひろばの運営については、自主運営化を進めていく上で欠かせない事務能力を

持つ人材が必要である。区として NPO 法人化の検証を行い、次世代を担う人材育成支援

を行われたい。 

12 高齢者のフレイル対策強化と子供や女性、ひきこもりの方などが出かけていく場として、

地域区民ひろばに調理設備の設置を進め、だれでも食堂の増設を検討されたい。 
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〈総合窓口課〉 

13 ３階窓口の待合スペースにおける混雑の改善を図られたい。高齢者・障害者・子連れ家

族など来庁者の状況に即した優先案内などを取り入れ、親切かつ適切な対応を行われた

い。 

14 増加する外国人住民への対応を丁寧に行い、行政情報の周知を徹底されたい。 

15 休日開庁の区民ニーズや現在の利用状況、費用対効果等を十分に検証し、休日にしか来

庁できない方への対応にも配慮した上で、規模縮小も含めた休日開庁のあり方の再検討

を進めていただきたい。併せて、来庁せずに手続きできる行政サービスの更なる充実を

図られたい。 

16 相続登記が令和６年度から義務化される。制度を周知するとともに、司法書士会と連携

のもと相談対応などを行われたい。 

17 おくやみコーナーについては、各種手続きについて利用者により分かりやすく伝わるよ

う、各種士業・専門家との連携を行われ、広く区民に周知されたい。 

18 マイナンバー制度については、個人番号カードの作成など窓口事務について、個人情報

漏えい事故や事務処理におけるミスが生じないように、万全の体制を整えられたい。 

 

〈税務課〉 

19 区税等の更なる収納率向上のため、各部署が連携し、総合的な収納対策を講じられたい。 

20 区税、保険料及び使用料等について、ＩＣカードやクレジットカード払い等収納チャン

ネルを拡大し、利便性向上と徴収事務の合理化を図られたい。 

21 非強制徴収公債権や私債権の収納対策について、引き続き努力されたい。 

 

〈国民健康保険課〉 

22 税や保険については、特に外国人の方へ丁寧に説明し、滞納が起こらないよう取組んで

いただきたい。 

23 増大する医療費の抑制を図ると共に区民が生涯を通して健康を維持できるよう、生活習

慣病予防や糖尿病重症化予防など、後期高齢者まで含めた医療費適正化を図っていただ

きたい。 

24 区民の税務（インボイス制度・電子帳簿保存法・まいな保険証等）相談機能の強化、成

年後見人制度の周知啓蒙について注力されたい。 

 

〈高齢者医療年金課〉 

25 後期高齢者医療制度については、制度の趣旨などを分かりやすく丁寧に説明を行ってい

ただきたい。なお、団塊の世代が後期高齢者になる 2025 年を控え、被保険者が増加する

中にあっても、引き続き高い収納率を維持できるよう体制強化を図っていただきたい。 

26 後期高齢者医療制度の広域連合の運営については、常に区との連携を行なうとともに、

情報公開を徹底されたい。 
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５．文化商工費 

〈生活産業課〉 

１ 感染症対策と社会経済活動との両立を図る中で、新型コロナウイルス感染症の影響を受

けた事業者への支援策は出口に向かっている。各種支援策の打ち切りや緊急融資等の返

済開始などにより経営が苦しくなる区内事業者が増える可能性があるため、区内事業者

への効果的な支援策を講じると共に、それら支援策の区内事業者への周知強化を図られ

たい。 

２ 新型コロナウイルス感染症の５類移行やインボイス制度の施行などの時代の変化を受け、

「ウィズコロナ販売促進費用補助金」をはじめとする事業者支援補助金制度の再構築を

図る時期に入っている。専門家依頼費や事業用機器購入費への補助、複数回申請の仕組

みなど、事業者が真に求める内容を的確に導入した新しい事業者支援補助金制度の実施

を図られたい。 

３ 地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設である公衆浴場は、利用者数の減少、

経営者の高齢化、後継者の不足等の課題を抱えている。区内公衆浴場業が存続できるよ

う、現状の支援事業を継続し、更なる利用促進のための支援を行っていただきたい。 

４ 長引く燃料費等の高騰により経営上大きな打撃を受けている公衆浴場を支援するため、

現在行っている燃料費補助についてはその時々の社会経済情勢の変化に適宜対応しつつ、

継続して実施していただきたい。 

５ 豊島区商店街連合会（以下、区商連）が主催する「商人祭り」は、地域の活性化に寄与

するイベントだが、物価及び人件費高騰の影響を受けている。イベントを一層充実させ

るため補助の拡大をしていただきたい。 

６ 商店街プレミアム付地域商品券補助事業は、地域活性化に繋がることから、事業の継続

をしていただきたい。 

７ 区商連の「おもしろマーケティング大賞」などの商業育成事業への補助を継続されたい。 

８ 商店街の販売促進に資する区商連の研修会の実施に係る補助をしていただきたい。 

９ 区内商業活動活性化やキャッシュレス対応のための研修への支援を行っていただきたい。 

10 防犯のためにも、商店街の街路灯の電球交換の経費への継続補助を行われたい。 

11 区内での起業に際しての相談体制や融資あっせん制度、としまスタートアップオフィス

などの周知を行うと共に、起業を支援する取組みの更なる充実を図っていただきたい。

また、女性向けの起業セミナー開催や事業プラン作成・改良支援の拡充を行うなど、女

性の活躍を推進していただきたい。 

12 区内事業者の DX 化支援や「ビジネスなんでも相談」などの場における、中小企業診断士

会との連携強化を検討していただきたい。 

13 豊島産業協会が行っている講習会・研修会や産業振興協力支援事業等は、必要な知識の

習得や労働法務の支援など区内の産業振興に寄与しているため、更なる支援を行ってい

ただきたい。 
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14 区内企業の技術や商品の魅力を広く発信する見本市である「としま MONO づくりメッセ」

は、工業製品のみならず食品・雑貨等の商品を含める幅広い出展者で構成されている。

区内企業の販路拡大や企業間交流を通じた地域経済の発展及び来場者の地域産業への理

解を深めるために、「としま MONO づくりメッセ」への更なる支援を図っていただきたい。 

15 省エネ化や技術革新など、区内事業者が抱える諸課題に対応するための相談体制や専門

家派遣の機能強化を検討されたい。 

16 区ホームページのとしまビジサポへのリンク等、創業支援・事業支援の情報にアクセス

しやすい環境を整備すると共に、としまビジサポの掲載内容の更なる充実化を図られた

い。 

17 としまビジサポの相談業務で協力関係にある士業団体との協定については、当該団体と

の意見交換を行い適宜見直しの検討をされたい。併せて、協力関係を築く士業団体の拡

充を必要に応じて検討されたい。 

18 知的財産権に関する相談体制を整備し、併せて知的財産権取得に関する申請手続きや費

用について支援されたい。 

19 区内事業者がインボイス制度等のデジタル化推進策に対応するための専門家相談の場を

拡充されたい。 

20 伝統工芸を後世へ繋いでいくため、伝統工芸士の後継者育成への支援を拡充していただ

きたい。 

21 区内伝統工芸品をふるさと納税制度の返礼品として活用するなど、区内伝統工芸品の周

知や販路拡大への支援を図っていただきたい。 

22 労働関係法令並びに国、都及び区の就労支援策について、区民向けの制度周知と相談窓

口の設置、講座の開催を行うなど、普及啓発に取組まれたい。 

23 顧客から従業員へのハラスメントであるカスタマーハラスメントは昨今大きな社会問題

となっているが、企業にとっては顧客感情への配慮から積極的な取り組みが難しい問題

であるとも言われている。カスタマーハラスメント対策に関する有益な情報や国及び都

のマニュアル等の区内事業者への周知を強化していただきたい。 

24 区内産業の活性化を図る目的の事業である「東京としまの宝物」は、異業種を組み合わ

せた新たな商品開発やサービスを生み出しうる仕掛けである。単発のイベントではなく

継続した取組みとすることを求めると共に、開発された商品やサービスの紹介に努めら

れたい。 

25 イケ・サンパークで行われているファーマーズマーケットは区民、地元の地域や商店街、

生産者、交流都市とのつながりを生むマーケットを目指すものである。基本的に毎週末

実施されているが、開催日により出店数にバラツキが見られる。開催頻度や店舗構成な

どについて改めて検討を加えるなど、当初の目的が果たされるよう工夫されたい。 

 

〈文化デザイン課〉 

26 Hareza 池袋が、区民にとって文化の体験や発信ができる場として機能するよう活用して

いただきたい。また、東京建物 Brillia HALL での公演を区民が鑑賞しやすくなるよう努

力していただきたい。 
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27 郷土資料館や昭和歴史文化記念館などを中心に、本区の歴史を伝える生活資料などの情

報発信に努められたい。 

28 鈴木信太郎記念館を学習の場として活用すると共に、区民へ広く周知されたい。 

 

〈文化観光課〉 

29 東アジア文化都市 2019 豊島の開催で得られた成果が一過性のものとならないよう、都市

交流を含めた文化事業の継続をしていただきたい。 

30 池袋西口公園野外劇場や観光案内所（グローバルリングカフェ）を活用し、インバウン

ド需要の取り込みを視野に入れたクラシック音楽による新たな観光拠点として発展させ

るため事業実施経費や広報宣伝費等の充実をしていただきたい。 

31 Free Wi-Fiの拡充やキャッシュレス決済環境の面的な整備、案内サインを分かりやすく

するなど来街者の利便性を高め、より多くの来街者が訪れるようにインフラ整備を戦略

的に進めていただきたい。 

32 豊島区発祥の染井吉野桜によるまちづくりを進める「ソメイヨシノプロジェクト」を一

層進め、豊島区の大切なブランドとして広く区内外に発信する取組みを強化していただ

きたい。 

33 豊島区観光協会（以下、観光協会）の観光情報センターは、都の指定観光案内窓口制度

の基準をクリアし、日本政府観光局（JNTO）の外国人観光案内所の認定基準（カテゴリ

ー１）を取得するなど、情報提供の質の確保に努めている。訪日外国人を含む来街者へ

適切な観光情報を引き続き提供するため、支援を継続していただきたい。 

34 来街者が豊島区の観光情報を得るためには、観光協会のホームページは有用なものであ

るため、保守運営経費及び観光情報収集経費等の助成を引き続きしていただきたい。 

35 観光協会が実施する日本最大級のフラダンスイベントであるフラフェスタへの支援を引

き続き行っていただきたい。特に、会場不足により参加できないチームが出てしまった

ことを踏まえ、開催会場数を増やすための豊島区分担金の増額を検討していただきたい。 

36 観光協会による外国語観光ボランティアガイドは、街角案内やモデルコース案内などの

他、区などの派遣要請に応じるなど、活動の範囲を広げている。外国語観光ボランティ

アガイドの事業に対して、引き続き助成の拡大をしていただきたい。 

37 観光協会が発行している観光パンフレット等に関して、昨今のデジタル化の流れの中で

電子版パンフレットへの需要が高まっている。従来の紙媒体のパンフレット発行に加え

て電子版パンフレットを発行するため、パンフレット情報のデータ化等に係る経費分の

助成増額を行っていただきたい。 

38 観光協会が行う観光サポーター制度の創設に向けた運営経費の助成を図られたい。 

39 観光協会が行う観光フォトコンテストの更なる充実化を図るため、観光フォトコンテス

ト実施経費助成の増額を図られたい。 

40 一定の事務能力のある常勤職員をさらに配備できるよう、観光協会の事務局体制の強化

に努められたい。 
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〈マンガ・アニメ活用担当課〉 

41 南長崎にかつて存在したマンガの聖地「トキワ荘」の文化を後世へ伝えると共に、地域

の活性化に繋げるため、豊島区立トキワ荘マンガミュージアムなどの活用、紫雲荘活用

プロジェクトなどの取組みを一層推進していただきたい。 

 

〈学習・スポーツ課〉 

42 東京オリンピック・パラリンピック後のレガシーとして、多様性と国際理解を基とした

スポーツ振興をより一層図っていただきたい。 

43 心身の健康を保つために、生涯スポーツの推進を一層図っていただきたい。 

44 老朽化などにより改修の必要がある体育施設や、新規購入や交換などが必要な体育用具

があるため、順次対応を検討していただきたい。また、総合体育場の管理棟の改築に伴

い、弓道の練習や大会を行う場所が無くなることへ配慮されたい。 

45 三芳グランドについて、鶴瀬駅からの交通利便性の改善を図るなど、利用率の向上に取

組んでいただきたい。 

46 18 歳以上の中軽度知的障害のある方が、生活課題の解決や余暇活動の充実を図ることを

目的に活動している日曜教室 （つばさ CLUB）の更なる充実を図っていただきたい。 

 

〈図書館課〉 

47 地域図書館で指定管理者制度が導入され、利用時間の延長等の利用者のサービス向上に

繋がった。中央図書館や直営の地域図書館も含めて、これからも利用者のサービス向上

に資する取組みに努めていただきたい。 

48 地域図書館の指定管理については、運営に齟齬が無いよう直営図書館が指導的役割を果

たしていただきたい。 

49 指定管理者による自主事業で展開している電子図書館は、緊急事態宣言中など窓口を開

けられない期間でも区民へ必要な資料を提供することができ得る有用なサービスである。

電子図書館の周知を行うと共に、更なるサービスの拡充を検討していただきたい。更に、

教育委員会と連携し、児童・生徒の利用拡大へ努めていただきたい。 
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６．環境清掃費 

〈環境政策課〉 

１ 2050 年ゼロカーボンシティ実現に向けた取組みとして、ＬＥＤの普及や省エネ対策の支

援策を継続的に実施すると共に、設備導入に対する助成制度などについても積極的に実

施するなど、区民や事業者への取組みを強化していただきたい。 

２ 2050 年ゼロカーボンシティ実現に向けた、区民の行動変容やライフスタイル転換につな

がるような環境に関する情報の発信、普及、啓発の促進をしていただきたい。 

３ 再生可能エネルギーの利用拡大に向け、区民向けの太陽光発電設備や熱利用システムの

導入支援を継続すると共に、区施設での利用を進めるよう、国、東京都、関連自治体と

連携した取組みを積極的に展開していただきたい。 

４ クリーンエネルギー自動車の普及促進のため、インフラ整備を検討されたい。 

５ いのちの森を継続すると共に、町会、商店会、事業者、地域等と連携し、区内に緑を増

やす緑化施策を今後も総合的に展開していただきたい。 

６ 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業における「としまの森・ちちぶ」及び「と

しまの森・みのわ」の森林整備はゼロカーボンシティ実現に向けた先進的で効果的な環

境政策であると共に、区内の子供たちの環境教育の面でも高い評価を得ている。今後も

同事業を継続するために連携自治体との協定の更新を図ると共に、整備した森林の更な

る有効活用の方策を検討していただきたい。 

７ 誕生記念樹事業は、緑化を推進する意味でも継続していただきたい。また、対象を誕生

に限定せず、様々な記念の節目に実施されたい。 

８ 外来生物等の環境への影響について、区民への普及を促進していただきたい。 

９ ハト等への給餌による悪影響を減じるべく、条例制定を含めた更なる対策を講じられた

い。 

 

〈環境保全課〉 

10 本区では望まない受動喫煙を防止するため、公園を全面的に禁煙とする条例改正を行っ

た。今後も更なる受動喫煙防止対策を講じていただきたい。併せて現在取組んでいる民

間施設の喫煙所の整備を進められたい。 

11 治安対策等の観点からも、歩きたばこ・路上禁煙・ポイ捨て防止策を、更に強化してい

ただきたい。 

12 羽田空港の機能強化に伴う飛行経路における、騒音対策、安全性の確保や教室型の説明

会など、より一層の区民への丁寧な情報提供、並びに地域の声や意見を反映していただ

きたい。 

 

〈ごみ減量推進課〉 

13 資源回収の更なる回収量の増加、ごみの減量・不燃ごみ・粗大ごみの資源化を進めてい

ただきたい。特に不燃ごみの資源化については、昨年と同様に 90％以上の資源化の達成

を継続していただきたい。また、町会や商店会、事業者と協同して、ごみの発生抑制、

再利用に関する取組み等、積極的に実施していただきたい。 
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14 現在、町会が実施している集団回収や、町会とマンション管理組合が共同して取組む集

団回収事業について、更なる充実をしていただきたい。 

15 食品ロスを削減するために、引き続き国・東京都・事業者・消費者と連携し、取組みを

進めていただきたい。特にフードドライブで集まった食品について必要とする方々に届

けられるよう、ＮＰＯ法人等と共に連携して取組んでいただきたい。 

16 プラスチックの資源回収量の更なる増加を図るため、区民にとって分かりやすく、かつ

丁寧な周知を継続して行っていただきたい。特に外国籍住民向けには多言語による動画

を活用するなど、周知・啓発方法を工夫していただきたい。 

17 不適正なごみの搬入による清掃工場の焼却作業停止や、リチウムイオン電池等の混入に

よる火災を防ぐため、ごみの分別についての注意喚起・啓発を徹底していただきたい。 

 

〈豊島清掃事務所〉 

18 不法投棄の防止に向けて、排出方法の周知徹底・巡回パトロールを強化すると共に、粗

大ごみ収集の待ち日数を縮小するため収集車両の十分な確保に努めていただきたい。 
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７．福祉費 

〈総合高齢社会対策推進室〉 

１ 総合高齢者対策推進室設置の意義を発揮し、「高齢者にやさしいまち」実現のための施策

を着実に進められたい。 

２ 社会保障制度改革による保健・医療・介護の施策の転換については、常に現場の状況を

把握し、豊島区としての意見を必要に応じて国に対し発せられたい。また制度改革で高

齢者福祉が後退しないようにされたい。 

３ 不動産担保型生活資金等を利用した高齢者福祉施策の一層の充実を図られたい。 

 

〈福祉総務課〉 

４ 民生委員・児童委員の選任については、町会区域と担当区域の整合性を図り、委員の年

齢制限を引き上げ、適任者が活躍できる制度としていただきたい。また、民生委員の負

担軽減と定数不足に対し、処遇改善及び日常的なフォローアップを行われたい。 

５ コミュニティソーシャルワーカーについては、活動する分野が広いため、研修を行い、

地域との連携を深めるよう努められたい。また、全員を正規採用とし、安定的に職務に

専念できるようにされたい。 

６ 各圏域に配置されているコミュニティソーシャルワーカーの更なる活用を図るため、他

自治体の先進事例の共有を進めるとともに、区の負担軽減のため、国に対し予算を含め

た支援を要望されたい。 

７ 特別養護老人ホームの精度の高い待機者名簿の作成・共有に努められたい。また、医療

依存度の高い待機者の実態を把握し、介護医療院も含めた整備計画を検討されたい。 

８ 原油価格や物価高騰により運営が厳しい特別養護老人ホームなどの障害福祉サービス事

業所や介護保険サービス事業所に対し、引き続き支援をお願いしたい。 

９ 認知症の症状を持ち病気や障害で生活に困難を抱えた高齢者が共同生活するグループホ

ームや、要介護状態の方が対象となる小規模多機能型事業所など、介護福祉施設の整備

を進めていただきたい。 

10 災害時要援護者への対策については、町会・地域・福祉事業者等との連携を深め、更な

る対応の充実をしていただきたい。 

11 災害時要援護者名簿の更新については、名簿登載を希望しなかった方も改めて意向確認

を行うなど、きめ細かな対応をされたい。また、活用方法について、町会長など民間支

援者への説明を丁寧に行われ、不安を払拭されたい。 

12 障害者等要援護者参加の防災訓練等を行われたい。また「障害者差別解消法」の「合理

的配慮の提供」を念頭に置いたあり方を実施されたい。 

 

〈自立促進担当課〉 

13 生活困窮者を採用する事業者への優先発注や、障害者など困難を抱えた人々の雇用を促

進する仕組みを検討していただきたい。 

14 生活困窮者の自立の促進及び生活困窮状態からの早期脱却が図れるよう、各事業を充実

させ、支援体制を一層強化していただきたい。 
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15 ひきこもり相談窓口の周知方法の検証を行い、相談窓口の認知度の向上に注力されたい。

相談体制の充実を推進するとともに、ひきこもり当事者のヒアリングを強化し必要な支

援につなげていただきたい。 

16 成年後見制度の利用促進のため、さらに周知活動を行われたい。また後見人の人材確保

等、各種専門家との連携を積極的に進め、制度の利便性向上を図られたい。 

17 成年後見等業務の報酬助成については、現行の課題を整理、国や他区の報酬基準を検証

した上で、後見人の事務負担を考慮し相応なあり方を検討されたい。 

18 成年後見等業務の報酬助成については、生活保護受給者規準のみによらず、真に必要な

世帯が受給できるあり方を検討されたい。 

 

〈高齢者福祉課〉 

19 地域での見守り活動などを強化するなど、一人暮らし高齢者や障害者が安心して地域で

過ごせる体制を構築し、地域共生社会を実現していただきたい。 

20 高齢者からの総合的な相談や支援を行う高齢者総合相談センター（地域包括支援センタ

ー）の３職種（ケアマネージャー・保健師・ソーシャルワーカー等）の体制を一層充実

していただきたい。 

21 介護予防・日常生活支援総合事業では、利用者の立場に立った施策を行われたい。また、

ＮＰＯやボランティアの活用にあたっては、継続・安定的にサービス提供を行われたい。 

22 フレイル対策については、区内各施設でさらに周知と取組の推進を図られたい。 施設改

修に伴う東池袋フレイル対策センターの移転期間も、利用者の利便性と機能が維持され

るよう留意されたい。 

23 介護予防や地域でのコミュニケーションの場である浴場ミニデイサービスが、今後も継

続実施できるよう支援されたい。 

24 高齢者の健康維持のために実施されているお達者カードの利用回数を増やすと共に、浴

場ミニデイサービス事業の浴場使用料を引き上げていただきたい。 

25 介護予防や見守りを含めた訪問機能訓練指導の実施、災害時の医療体制などで、柔道整

復師の活用をしていただきたい。 

26 各接骨院において、高齢者総合事業の一環として運動器の機能低下防止など介護予防事

業を行うよう検討していただきたい。 

27 健康寿命を延ばすため、区民の生活習慣病の予防を図っていただきたい。 

28 もの忘れ相談事業、認知症初期集中支援推進事業を拡充されたい。 

29 認知症対応型通所介護について、各事業者での事業継続が難しい状況があり、ケアマネ

ージャー等への必要性を啓発し、事業の周知を利用者へ行う等、支援策を講じられたい。 

30 紙おむつや理美容券をはじめとする日常生活支援サービスの利用がより一層図られるよ

う、積極的な周知に努めていただきたい。 

31 高齢者クラブ及び高齢者クラブ連合会の単位クラブの団体数並びに会員数の減少を抑制

するよう、対応の強化とより一層の支援をしていただきたい。また、見守り訪問活動の

充実を図ると共に、見守りにおけるデジタル化の促進、スマホの活用など、積極的な支

援を実施していただきたい。 
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32 高齢者のアウトリーチは、デジタルも活用しながらさらに充実させるとともに、デジタ

ルデバイドへの対応も丁寧に行われたい。 

33 （公社）豊島区シルバー人材センターの活動を支援し、高齢者の就労と活躍の場の拡大

に図られたい。また、消費税のインボイス制度により、シルバー人材センターや会員に

多大な負担が生じないよう対応を検討されたい。 

34 緊急ショートステイのベットを確実に確保するように、引き続き取組まれたい。 

35 特別養護老人ホームに、重度障害者の入所が可能な体制を整備されたい。 

 

〈障害福祉課〉 

36 それぞれの障害に応じた情報アクセス・コミュニケーションの充実に、さらに取組まれ

たい。とりわけ災害や緊急事態に関する情報が、障害者に正しく迅速に届くように取組

まれたい。 

37 障害のある方が、災害時に安全に避難できるよう、救援センター等への避難場所経路の

確保等、個別避難計画の策定を障害に応じて丁寧に行われたい。 

38 電話リレーサービスを必要とする方に、必要な情報が行き渡るように、あらゆる機会を

とらえてサービスの周知を行っていただきたい。 

39 全日本ろうあ連盟で制定した手話マーク・筆談マークを参考に、区関係施設の案内表示

が障害のある方にとって分かりやすくなるよう工夫されたい。 

40 手話通訳講習会の更なる充実、手話通訳者の養成に努められたい。登録手話通訳者研修

会の内容については、聴覚障害者及び関係団体などの意見を反映し、更なる向上に努め

られたい。また、オンラインでの講習が実現するようサポートされたい。 

41 手話通訳者・要約筆記者等の意思疎通を行う者を派遣する「意思疎通支援事業」につい

ては、利用者と相談を重ねたうえで、検討・運用されたい。 

42 特別養護老人ホーム及びグループホームにおける情報コミュニケーション手段として、

手話による情報保障も検討されたい。 

43 知的障害者、自閉症、聴覚障害者のコミュニケーションを支援する図版「コミュニケー

ション支援ボード」を障害者団体と相談を重ねて、汎用力のあるものを部分的に区内施

設に導入されたい。また、区ホームページにコミュニケーション支援ボード図版のデー

タを掲示し、必要とする方が活用できるよう提供されたい。 

44 知的障害者支援について、会議費・需用費・人件費等引き続き支援をお願いしたい。ま

た事業内容の向上についても引き続き支援をお願いしたい。 

45 全身性障害を持つ方、視覚障害を持つ方、知的障害を持つ方など一人で外出するのが困

難な方について必要なサポートや介助を行うガイドヘルパーについては、障害の種別や

外出目的に鑑み、時間増を図られたい。 

46 視覚障害者の日常生活・外出支援となる情報の更なる充実を図ると共に、併せて ICT 機

器を活用するなど、必要な方が情報を取得しやすいように工夫されたい。 

47 補助犬の認知度をあげ、補助犬利用者が不利益を被ることのないように啓発されたい。

特に区内小・中学校での普及啓発に取組み、若い世代への理解を進めていただきたい。 

48 地域生活支援センターの運営の支援をお願いしたい。 
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49 精神障害については、対象者が多様化しているため、職員研修の拡充と共に民間共同作

業所職員への研修を実施されたい。また、精神障害者のための地域活動支援センターの

報酬が経験年数やコーディネートの対応件数に応じた報酬となるよう補助金を拡充され

たい。 

50 地域活動支援センターⅠ型事業への運営補助を継続されたい。特に、夜間休日の相談支 

援体制が必要か否か、実態及びニーズの把握に努めていただきたい。 

51 身体障害者等が鍼灸・マッサージ等の機能回復術を利用しやすいように助成している機

能回復助成事業につき、制度の更なる周知を図られたい。 

52 放課後等デイサービス事業所の質の確保を図られたい。また、利用者認定、事業者指定

は丁寧に行われたい。 

53 福祉作業所・実習所等に通う人たちの中で、夕方以降の活動の場を必要としている人た

ちの居場所サービス（法外）について、財政的支援を行われたい。 

54 障害者の地域生活支援拠点として、重度障害者のグループホームを更に整備されたい。

また、高齢障害者や親亡き後の生活支援に更に努められたい。 

55 障害者の居宅介護事業の利用申請について、障害種別に関わらず支援の必要性に基づい

た支給決定や利用する障害者に合わせた支援を図られたい。 

56 障害者の自立に向けての社会参加を促す就労支援を充実していただきたい。今後増えて

くると思われる、精神・発達・高次脳機能障害の方の就労支援の充実に向け、「超短時間

雇用制度」の導入などの検討を国へまとめるなどの取組みを進めていただきたい。 

57 障害者の虐待相談について対応できるよう、障害者虐待防止センターの体制強化に努め

ていただきたい。 

58 障害者の社会参加を推進するため、障害者の芸術・文化活動を重点施策として更なる充

実を図っていただきたい。 

59 障害者の地域サポート体制の整備を行うことで、障害者が自立して暮らせるようにする

ための支援の充実を図っていただきたい。また、「指定特定相談支援事業（計画相談）」

への支援を拡充されたい。 

60 災害時の障害者の受入れ態勢を整えるため、福祉救援センターの更なる充実を図ってい

ただきたい。また、災害時の意思疎通支援策を積極的に講じられたい。 

61 セーフコミュニティの推進の観点から、障害のある方の意見を聞く場を設けるなど 「障

害者の安全」対策の一層の充実を図っていただきたい。 

62 障害の有無によって分け隔てられることがないよう、「障害者差別解消法」の周知徹底を

図り、まち・情報・こころのバリアフリーを実現していただきたい。 

63 被爆者相談の委託事業について、実績に見合う経費への見直しを検討されたい。 

 

〈生活福祉課〉 

64 生活保護の保護率は、依然として高い状況が続いている。被保護者に対しては可能な範

囲で就労支援等の自立支援を適切に行うと共に、保護費の適正化を図っていただきたい。 

65 生活保護受給者向けに買上げている共通入浴券の価格改定に合わせた予算確保に努めて

いただきたい。 
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66 路上生活者支援対策は、民間団体との連携によって支援を充実されたい。また自立支援

に繋がる施策を更に講じられたい。 

 

〈介護保険課〉 

67 介護保険料収納率の一層の向上を進め、介護保険会計の安定を図っていただきたい。 

68 介護保険事業者に不正が無いよう、適切に行政指導を行われたい。 

69 介護保険制度における個人情報の取り扱いは法令に則り、事業者に法令遵守を指導され

たい。 

70 介護保険サービスを担う事業者の育成を図るため、制度変更の際の情報共有などの支援

をお願いしたい。また、適切な介護保険サービスがなされるよう、事業者の指導及び監

督を適宜行っていただきたい。 

71 介護業界の人材不足について、区として事業者の人材確保への積極的な支援をしていた

だきたい。 

72 要介護者を介護する方の負担を軽減していくため、高齢者総合相談センターを中心にし

た介護や心のケアなど、介護についての相談体制の充実を図ると共に、介護離職等に至

らないための支援について検討を図っていただきたい。 

73 選択的介護モデル実施期間で得られた成果や課題等をふまえて、区内介護事業の保険外

サービスの適切な提供と高齢者の生活を支えるサービスとしての普及・定着に取組まれ

たい。 
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８．衛生費 

〈地域保健課〉 

１ ５年度下期実施の医療機関等への物価高騰対策は、燃料費等の高騰が続く局面では継続

されたい。 

２ 救急告示医療機関の減少に歯止めをかけるため、減少の理由や原因を見極めていただき

たい。 

３ 本区の骨髄移植ドナー支援事業の普及啓発を図っていただきたい。併せてドナー登録者

を拡大するため、骨髄バンク事業の普及啓発活動に努めていただきたい。 

４ 特定健康診査・特定保健指導、６つのがん検診、骨粗しょう症検診、などの検診事業の

受診率の向上を図っていただきたい。特に婦人科系の検診に関しては、託児やショート

ステイ等子育て支援課や福祉部門と連携し受診しやすい環境を整えていただきたい。 

５ 胃がん内視鏡検診については、検査データの集積、管理がクラウド活用で迅速、的確に

行えるようシステム検討されたい。 

６ 食育基本法の理念に基づき、食に関する適切な判断力を養うと共に、自然の恩恵、生産

者や供給者などに対する感謝の念と理解を深め、地域・世代の特性に配慮しながら区民

の食育の推進を図っていただきたい。 

７ 東京都や警視庁と連携を図り、危険ドラッグなど薬物等が蔓延しないよう区民への啓発

活動に引き続き力を入れていただきたい。また、東京都薬物乱用防止推進豊島地区協議

会へ継続的な助成を行うと共に、同協議会と連携して区内の児童・生徒などへの啓発を

行っていただきたい。 

８ 保健所の移転に際しては、高齢者、車いすの利用者、ベビーカーの利用者などのために、

交通利便性に配慮され、これまでの各種機能を堅持されたい。 

９ 池袋保健所の移転に伴う、あうる薬局の利用者減による調剤報酬の減少につき、薬剤師

会との十分な協議のもと、必要な支援を行われたい。 

10 豊島健康診査センターについては、利用時間の拡大等を図り、更に健全な運営に努めら

れたい。 

11 在宅療養後方支援病床については、常に１日１床を確保されたい。 

12 災害時等の医療救護班体制づくりについて、班長会議開催諸経費の補助等、必要な支援

を行われたい。 

13 豊島区看護師会主催の区民公開講座及び日曜相談窓口開設に関する財政支援を要望する

と共に、母子保健に関する相談スペースの確保についてご検討願いたい。 

14 あぜりあ歯科診療所が行う要介護高齢者・障害者に対する在宅歯科医療相談窓口を引き

続き充実されたい。 

15 柔道整復、鍼灸医療について、身体機能低下予防等、区民への身近な健康施策として周

知されたい。 

16 AYA 世代のがんに対する誤解や偏見を減らすため、該当する世代に向けた正しい情報の

周知と啓発活動を行っていただきたい。また、がん患者にはライフステージに応じたサ

ポートを行っていただきたい。 
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〈生活衛生課〉 

17 民泊施設については、引き続き近隣住民とのトラブルが生じないよう指導されたい。ま

た、民泊制度の内容について適宜見直しを図られたい。 

18 地域猫対策の一層の充実を行っていただきたい。 

19 感染症の発生源対策の強化、ねずみや衛生害虫の駆除方法などの周知を図ると共に、公

衆衛生の向上に努めていただきたい。 

20 食品衛生の向上を図ると共に、事業者の啓発など食品流通の安全確保について都と連携

して積極的に関与していただきたい。 

21 食品衛生自治指導員は、関係営業者の相談、指導、助言等を行うことで、食品関係相互

の衛生思想の向上と食品の品質改善に寄与している。食品衛生自治指導員の育成や活動

の支援を行っていただきたい。 

22 ペットの増加による近隣トラブルの解消並びに、義務付けられている犬の登録や予防接

種が行われるように指導をするなど、正しいペットの飼い方の周知を行われたい。その

際、英語・中国語など多言語対応をされたい。 

 

〈健康推進課〉 

23 高齢者のインフルエンザは、新型コロナウイルス感染症との同時流行への対策を行われ

たい。また、予防接種費用の自己負担軽減に引き続き取組まれたい。 

24 ウイルス肝炎は自覚症状がなく、本人が気づかないうちに重症化する場合があるため、

区が無償で提供しているＢ型・Ｃ型ウイルス検査の啓発に努めていただきたい。また、

偏見・差別がないよう、知識の普及、啓発、予防対策に努められたい。 

25 豊島区内の教職員や保育士等のインフルエンザワクチンを含む必要なワクチン接種費用

の補助を行われたい。 

26 おたふくかぜワクチンの接種費用助成を継続されたい。 

27 HPV ワクチンの積極的勧奨再開にあたり、ワクチンの予防効果とワクチン接種後の有害

事象に関する医学的に正確な情報提供に努めると共に、ワクチン接種後の有害事象に対

しては、関係各所と連携し、適切な相談・診療体制の構築など不安に寄り添った丁寧な

対応ができるようにされたい。 

28 帯状疱疹についての区民への情報提供と、帯状疱疹ワクチン接種費用助成を継続された

い。 

29 ワクチン接種上の注意事項や複雑化する接種スケジュール等を丁寧に情報提供されたい。

また、定期予防接種は、国の責任において行われるよう、法改正・財源措置等、国に働

きかけられたい。 

30 ３～４か月児、１歳６か月児、３歳児の健康診査について、受診率の向上を図ると共に、

産後ケア等の実施や受診時に保護者の子育てに関する悩みを汲み取り、助産師や産後ド

ゥーラ、家事育児支援制度の紹介につなげ、具体的な解決やサポートにアクセスできる

よう努めていただきたい。 

31 母親学級・両親学級を区内の様々な施設で実施し、より一層の情報発信とアクセスの向

上に努められたい。妊娠中から産前・産後の更なるサポート体制構築を検討されたい。 

  



－ 29 － 

32 つわりの症状の種類と妊娠中の様々な不快症状の症例とその対策を一覧にしてまとめ、

母子手帳配布時に妊婦へ共有するとともに、産婦人科にて適切な治療が受けられる旨を

周知されたい。 

33 父親学級を開催し、ヒアリングを重ね実践的な学びのメニューの開発と場の提供に注力

されたい。 

34 ゆりかご面接やこんにちは赤ちゃん事業は妊産婦の状況を把握するために非常に重要な

事業である。周知方法の工夫や実施方法等、より参加しやすい方策を検討していただき

たい。 

35 産後ケア事業の受け入れ先確保と対象拡大を図られたい。また、「産前・産後サポート事

業ガイドライン･産後ケア事業ガイドライン」に基づく産後ケア施設の設置及び、都の補

助金を使った産後支援を拡充されたい。 

36 「鬼子母神プロジェクト」の、「妊孕力」や卵子の老化を啓発する取組みは、情報の出し

方を十分に留意して行われたい。 

37 保育園の増加などに伴い、保健所歯科衛生士の業務が増加していることを踏まえ、その

増員を図っていただきたい。 

38 保健師が医療器具等の専門的な知識を修得できるよう、研修制度の拡充を図られたい。 
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９．子供家庭費 

〈子ども若者課〉 

１ ボーイスカウトに対して、区の行事での奉仕協力の機会提供及び補助金の確保をしてい

ただきたい。 

２ 「東京都子供・若者計画」「豊島区子ども・若者総合計画」に基づき、子供たちが健やか

に育ち、全ての人が希望をもって活躍できる社会の実現をするため、子供・若者に対す

る支援策を充実していただきたい。特に義務教育終了後の若者に対する支援の充実が必

要である。引きこもりやニートなどの自立に関する困難さ、経済的な困難さ、虐待やヤ

ングケアラーのような家庭環境の問題など、様々な問題を抱える子供や若者の未来を応

援する体制を一層強化していただきたい。 

３ 豊島区子ども若者総合相談「アシスとしま」の相談者一人ひとりに効果的かつ具体的な

支援を行えるよう、今後も相談員の拡充や提供する資料のアップデートを適宜行ってい

ただきたい。 

 

〈子育て支援課〉 

４ 妊娠から出産・子育ての切れ目のない支援を行うため、母子保健部局と連携し、としま

鬼子母神プロジェクト、ゆりかご・としま事業の一層の充実を図っていただきたい。 

５ 父親が子育てへ積極的に関わることができる社会の実現に向けて、区内事業者や区民へ

の意識啓発事業に力を入れていただきたい。 

６ 子育て環境や収入などで困難な状況に置かれることの多いひとり親家庭への支援を充実

していただきたい。 

７ 母子等の緊急一時保護事業について、必要な人に必要な情報が届くように、十分配慮さ

れたい。また、昨今の物価高騰への対応として、緊急一時保護事業における保護室年間

確保料の増額を検討していただきたい。 

 

〈児童相談課〉 

８ 児童相談所の開設を契機に、児童虐待を未然に防ぐための対策を強化していただきたい。

また、里親家庭や児童養護施設等による社会的養育の体制整備を進めていただきたい。 

９ 児童養護施設退所後に保護から離れた人、いわゆる「ケアリーバー」に対する支援策の

強化を図られたい。 

 

〈子ども家庭支援センター〉 

10 心理職が行う巡回発達相談は保育現場では好評だが、保育所数が増加したために巡回頻

度が少なくなりがちである。巡回指導員の更なる増員と適切な処遇改善を図られたい。 

11 児童虐待の未然防止や早期発見が行えるよう、更なる対策を講じていただきたい。 

 

〈保育課〉〈保育政策担当課〉〈保育支援担当課〉 

12 「豊島区保育の質ガイドライン」を活かし、保育の質を高める取組みを進めていただき

たい。 
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13 障害児保育事業につき、対応できる職員の確保に対する支援をしていただきたい。 

14 障害児入所審査会にかからない子供の、安全や成長を保証するための支援をお願いした

い。 

15 医療的ケアが必要な子供への対応と人員配置をして頂きたい。 

16 保育所への衛生検査は、これまで通り継続していただきたい。 

17 外国ルーツの児童対応のための補助を行っていただきたい。 

18 保育園の歯科検診については、幼稚園や学校と同程度の健診や歯科園医の処遇改善を行

い、保育園児の健康増進を図られたい。保育園の健康診断については、公立や私立保育

園の形態による格差を解消されたい。 

19 保育所における保育士の確保が喫緊の課題となっている現状を踏まえ、保育所入所基準

指数を優遇するなど、保育士が産休・育休を取得した後に職場復帰をしやすい環境を作

っていただきたい。 

20 保育士の職員配置基準の改定を国に対して要望すると共に、区独自の見直しを検討され

たい。併せて保育士の労働条件と職場環境の改善を図られたい。 

21 保育施設の ICT 化の推進を図っていただきたい。 

22 区立保育園の役割を改めて整理し、保育行政を支える地域ごとの拠点として引き続き機

能するよう努めていただきたい。 

23 老朽化した保育園の改修、改築並びに施設整備については、早めの対策を講じていただ

きたい。 

24 延長保育の看護師の配置について、財源と人材の確保を検討していただきたい。 

25 幼児教育無償化について、私立幼稚園の保育利用補助の代理受領方式の試行状況を十分

に分析し、引き続き導入の検討を進めていただきたい。 

26 待機児童ゼロを維持できるよう、大規模マンションの計画などにより待機児童が発生す

る可能性のある地域に絞って、保育施設の整備を検討していただきたい。特に保育需要

の最も高い１歳児の受入れへの対応に取組んでいただきたい。 

27 子供たちの健やかな成長のために外遊びの機会は重要だと考える。各保育所の散歩経路

や公園までの動線の安全性の確保に努めていただきたい。併せて、運動会などの行事に

おける会場確保のため、小中学校の校庭などの公共用地を更に活用できるよう取り計ら

っていただきたい。また、キッズパークを活用した外遊びの機会確保やオリジナル遊具

での貴重な体験が継続的にできるよう取り組んでいただきたい。 

28 子育て世帯の支援のため、一時保育制度、病児保育および病後児保育、休日保育などの

一層の充実を図っていただきたい。 

29 食物アレルギー児対策加算は、現行では代替食材料の補助が対象となっている。しかし

ながら、代替食・除去食の提供には食具や人件費等も必要になるため、補助の範囲の拡

大を検討していただきたい。 

30 保育所運営に関する私立保育所への助成、豊島区単独補助などは、今後もその時々の社

会経済情勢を踏まえて適切に実施していただきたい。 

31 保育士等宿舎借上支援事業補助金は東京都と連携を行い、制度運用事務の軽減を図りつ

つ継続していただきたい。 
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32 園庭のない保育所に対する区立小学校の校庭開放事業については、実施頻度や場所の拡

大を進めていただきたい。 

33 公定価格については、「開所時間、開所日数のふさわしい公定価格の設定」、「施設、事業

における公定価格の格差の解消」、「保育所職員の処遇改善のための引き続きの措置」、「施

設整備費補助金の拡充」などを国に改善するよう求めていただきたい。 

34 認証保育所・認可外保育所について、実態把握と連携に努めていただきたい。 

35 特別な配慮が必要な児童や保育現場での多様な課題・ニーズに対応するため、保育ソー

シャルワークの導入をはじめ、適切な施策を講じられたい。 
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１０．都市整備費 

〈都市計画課〉〈再開発担当課〉 

１ ウォーカブルな池袋の都市再生の実現に向けて、 従来からのターミナル駅周辺の賑わい

だけではなく ４つの公園を核として自然の豊かな関係性を創出しつつ、それらをむすぶ

魅力的なシンボルストリートを中心とした、エリア全体の回遊性を飛躍的に向上させる

ウォーカブルなまちづくりを推進されたい。 

２ 主要ターミナル駅である池袋駅の防災性の向上や、高齢者や障害者等の利用に配慮する

と共に、更なる安全な歩行者ネットワークの整備を図っていただきたい。また、鉄道事

業者、大型百貨店などと共に、東西デッキの早期実現を図ると共に、エスカレーターや

エレベーターの設置などを積極的に豊島区の関係機関へ働きかけていただきたい。 

３ 特定都市再生緊急整備地域の指定による池袋駅周辺地域の整備や、ハレザ池袋周辺、グ

リーン大通り、イケ・サンパークや東京国際大学、区庁舎周辺など、東池袋地区のエリ

アマネジメントをしっかり構築し、街の賑わいと活力を生み出す事業の更なる推進を図

っていただきたい。 

４ 公民連携による池袋地区の「ウォーカブルなまちづくり」を一層推進していくため、池

袋地区の様々な主体が参画して池袋のまちの価値向上に向けた取り組みを行う「池袋エ

リアプラットフォーム」との連携を図っていただきたい。 

５ 池袋駅西口地区再開発の整備を促進すると共に、都市計画案の検討が順調に進むよう、

準備組合の活動に対する支援を積極的に行っていただきたい。 

６ 南北区道歩行者優先化によるハレザ池袋周辺の賑わいを、北側の東池袋一丁目地区や南

側のグリーン大通り、南池袋公園側まで広げるよう、各エリアマネジメント組織と連携

を図っていただきたい。 

７ 区庁舎やイケ・サンパーク周辺などの重要な交通拠点となる地下鉄副都心線「東池袋駅」

の早期開設を関係各所に働きかけていただきたい。 

８ 停留所が分かりづらいバス乗り場の再編整備について検討をしていただきたい。 

９ 大塚駅北口駅前広場は、適切な維持管理を行うと共に、光のファンタジーによる演出を

地域の賑わいにつなげられたい。また、官民で連携しながら目先だけではない街全体の

価値を高めるまちづくりが進められるよう、大塚駅周辺の治安と賑わいを両立し、地域

の声が反映された地域活性化を図られたい。 

10 池袋副都心移動システムについては、地域の利便性の向上や、区内全域の道路事情、既

存の交通機関の整備状況等を踏まえ、池袋周辺のみならず、他地域への拡大も視野に入

れながら、区内の交通不便地域におけるコミュニティバスの検討等を総合的に取組んで

いただきたい。 

11 所有者不明の土地を地域に役立つ土地に変える取組みを推進していただきたい。 

 

〈地域まちづくり課〉 

12 大地震の発生時に速やかな都市復興を成し遂げるためにも、震災復興マニュアルの地元

周知や、地域危険度の高い地区に対する震災復興まちづくり訓練等の事前対策を継続的

に展開していただきたい。 
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13 東京都防災都市づくり推進計画の改定を受け、関連事業を着実に実行するため、十分な

財政的支援と専門的知識を有した人的支援を図り、更なる防災まちづくりを推進してい

ただきたい。また、東京都と密に連携し、確実な事業化に向けて、沿道まちづくりを積

極的に展開していただきたい。 

14 老朽化建物の空き家の解体費用の助成を充実し、建替えの促進を強化していただきたい。

また、木密地域不燃化の事業を確実に推進していただきたい。 

 

〈住宅課〉 

15 空き家対策を確実に進めると共に、空き家を活用した保育所、高齢者福祉施設、空き店舗

活用等の整備を検討していただきたい。特に保育や介護の人材確保及び施設整備に資する

事業の拡充を図っていただきたい。また、区内の空き家の実態調査と有効活用・適正管理

を推進するためにも、協定を締結した専門家団体等の活用を検討していただきたい。 

16 住宅ストックの適正化を図るため、一定規模の集合住宅を建築する際のファミリー住宅

の設置の義務付けを行うなど、具体的に対応されたい。 

17 子育て支援住宅認定制度事業の活用を事業者等に周知し、ファミリー世帯が居住可能な

住宅の割合を増加させ、質の高い住宅の供給を促進していただきたい。また、子育て世

帯への家賃助成の拡充を図っていただきたい。 

18 住宅や建物、公共施設等の耐震化を促進すると共に、住宅に関する様々な相談や既存建

物の耐震化指導、分譲マンション等の建替え相談や管理規約相談等の窓口の開設、及び

専門相談員の更なる充実を図っていただきたい。また、マンション管理に関する専門家

派遣制度においては、関連団体と協定を締結し、更なる専門相談員の活用を促進してい

ただきたい。 

19 居宅確保要配慮者に対し、賃貸物件への入居支援及び退出時の清算処理の支援の充実、

並びに居住支援協議会、空き家バンクの活用、連帯保証人に代わる保証会社を活用した

保証料の助成など支援措置の強化を図っていただきたい。 

 

〈建築課〉〈建築審査担当課〉 

20 賃貸マンションに対する助成制度の検討や緊急輸送道路沿いの建築物の耐震補強工事へ

の助成金の拡充を図っていただきたい。 

21 審議会での建築士等専門家の積極的な活用を行っていただきたい。 

22 区内全域のブロック塀の安全点検を行い、安全性に支障がある場合には速やかに撤去ま

たは補修が行われるよう、危険なブロック塀の撤去費助成と再構築の促進助成を図って

いただきたい。 

23 近年多発している土砂災害の被害を踏まえ、区内の老朽化による危険性の高い擁壁に対

する補強の設計及び安全性を高めるための改修工事に対する助成制度の拡充を図ってい

ただきたい。 

 

〈土木管理課〉 

24 区民や来街者にとって利便性の高いシェアサイクルの導入について検討されたい。 
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25 自転車駐輪場については、路上コイン駐輪場の増設を含め、一層の整備を図っていただ

きたい。また、駅周辺の放置自転車の撤去を進めると共に、放置禁止区域の周知徹底を

図っていただきたい。また、電子決済の導入も併せて検討いただきたい。 

26 自転車専用レ－ンの整備及び自転車利用者ル－ルの周知につき、関係機関と連携し引き

続き実施していただきたい。また、子供乗せ自転車置き場の更なる整備をお願いしたい。 

27 電動キックボードについては、警察と連携し、通行ルールの啓発活動を引き続き推進されたい。 

28 75 歳以上の高齢者に対する免許の自主返納を促進するための更なる特典や優遇措置な

どの誘導策について都へ働きかけると共に、本区独自の優遇策を検討していただきたい。 

29 区道上への不法投棄に対処するため、十分な人員を配置しパトロールを強化されたい。 

30 大塚駅南口駅前広場（TRAM パル大塚）内に飲食等に伴うゴミが放置される問題は悪化の

一途を辿っている。一層の注意喚起やパトロール強化、防犯カメラの設置など、更に踏

み込んだ対策を講じられたい。 

 

〈道路整備課〉 

31 「無電柱化推進計画」の策定に基づき、防災・安全・景観といった観点からも、優先的

に整備する路線を定め、無電柱化の促進に取組んでいただきたい。 

32 工事発注に際しては関係機関と調整し、債務負担行為と年度跨ぎを活用した工事の更な

る発注の平準化に引き続き取組むと共に、竣工日の分散化を図っていただきたい。また、

設計変更等の事務処理の敏速化を図っていただきたい。 

33 豪雨や台風等による浸水対策については、下水道施設の早急な整備を東京都に対し要望

すると共に、排水設備の点検の上で必要に応じて、雨水ますの増設やグレーチングへの

交換、土のうの配布等の具体的な対策へ積極的に取組まれたい。 

34 道路に関する権利調査及び公共事業用地未登記状態を解消するための権利状態調査に司

法書士の活用をお願いしたい。 

 

〈公園緑地課〉 

35 安全安心と併せて環境にやさしい街づくり実現のため、省エネ型街路灯への改修を積極

的に進めていただきたい。 

36 都心に相応しい公園や、子供たちに戸外活動を充分にさせるための公園の増設や、既存

公園施設の更なる安全安心確保のための防犯カメラの整備、必要な補修整備等、健全か

つ適切な維持管理を確実に実施していただきたい。更に、公園の衛生面の強化を図るた

めに、清掃・害虫駆除の充実や、野良猫の多い地域では、砂場フェンスの設置を今後も

検討していただきたい。 

37 公園、道路において樹木の大径化が進んでいる。樹木の空洞化による倒木の危険性等、

樹木調査等を実施し、計画的な更新作業の実施計画を策定していただきたい。また、剪

定の際には樹種毎の剪定に適した時期について必ずご留意願いたい。 

38 子供たちが安全に楽しく遊べるよう、公園が混み合う午前中にボランティアを配置する

など、安全対策の検討をしていただきたい。 

39 障害のある子もない子も一緒に安全に楽しく遊べる、インクルーシブ遊具を導入する公

園の拡充を検討していただきたい。 
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１１．教育費 

〈庶務課〉 

１ 本区には国指定の重要文化財である法明寺鬼子母神堂や自由学園明日館、豊島長崎の富

士塚などを中心とした有形・無形の文化財がある。後世へ伝えるべき貴重な文化財の保

護を確実に行うと共に、学習や観光などへの活用を図っていただきたい。 

２ 区外施設を利用した埋蔵文化財の効率的な保存など、資料類の保存及び活用の仕組みづ

くりに努めていただきたい。 

３ 教員の過重労働が問題となり教職志望者が減少し、学校運営にも影響が出始めている。

教員が夢と働き甲斐をもって子供たちと向き合えるよう、学校における働き方改革を更

に推進されたい。 

４ 区立幼稚園では正規教諭の配置が１園につき３名で、非常勤教諭の割合が多くなってい

る。預かり保育を行うなど事業が拡大している中、より安定的な幼稚園経営ができるよ

う正規教諭の増員を検討していただきたい。併せて、幼稚園教諭の労働条件と職場環境

の改善を図っていただきたい。 

５ 区立幼稚園の役割は「区立幼稚園のあり方検討委員会」の報告の通り、地域における幼

児教育充実のための研究実践機関としての機能を充実させつつ、地域の幼稚園・保育所

等、保護者の支援を含めた幼児教育のセンター的機能をもつものとしていただきたい。

そのことにより、保幼小の緊密な連携を図っていただきたい。 

６ 幼稚園・保育園の機能を兼ね備えた「認定こども園」は、本区では私立幼稚園が一園「認

定こども園」化したのみである。区立幼稚園が幼児教育のセンター的機能を果たせるよ

うにするため、施設整備の課題をクリアし、区立認定こども園の設置を具体化されたい。 

７ 学校・地域・家庭との協働をこれまで以上に図ることや、学校のガバナンスを強化する

ため、コミュニティスクールを推進していただきたい。 

８ インターナショナルセーフスクール（以下、ISS）の取組みは、安全で健やかな学校づく

りを進める目的の他、学校・地域・家庭との協働に寄与してきた。ISS の取組みは意義

深いものだが、認証取得までのコストが重い上に３年ごとに再認証を受けねばならず、

全校での実施には大きなハードルがある。そうした中、文部科学省は全ての公立学校の

コミュニティスクールへの移行を努力義務化する法改正を行った。ISS とコミュニティ

スクールは、学校・地域・家庭が協働することに大きな共通点がある。中学校区ごとの

拠点校での ISS 活動で得た知見を活かし、拠点校以外へノウハウを提供しつつ、全区立

小中学校でのコミュニティスクールの推進を図ると共に、ISS の認証取得に頼らない仕

組みを早急に構築されたい。 

９ ICT 機器等は耐用年数が短いため、しばらく改築予定がない未改築校にも改築校と同程

度の ICT 機器等の配備を早急に進められたい。併せて、未改築校における耐久品である

備品についても必要に応じ更新されたい。 
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〈学務課〉 

10 給食費無償化は子育て世帯の経済的な負担を軽減し、安心して子育てできる環境を整備

するための非常に効果的な施策であるため、今後も給食費無償化事業の継続を図ってい

ただきたい。 

11 豊島区が誇る安全で質の高い給食を引き続き提供しつつ、学校給食法２条の主旨を踏ま

え、米飯給食など伝統的な食文化の理解を深めることや各地域での郷土料理などを伝え

る食育を充実させるなど、食育の観点から各校に豊島区と交流のある都市から購入した

食材やメニューなどの提供を公費で引き続き行っていただきたい。 

12 通学路を含めた学校の安全管理を徹底し、万全の対策を講じていただきたい。 

13 豊島区骨密度測定事業の拡大のため、測定費用及び機器整備費用などへの予算拡充の検

討をしていただきたい。 

14 児童・生徒の歯と口の健康を維持し、からだや健康について自ら学ぶ習慣を獲得するた

めには、安定した学校歯科保健活動の継続が重要である。年２回の学校歯科検診、歯科

講和、歯磨き指導などの実施により、学校歯科保健活動を充実されたい。 

15 小中学校及び幼稚園における安全対策のため、学校安全計画及び危機管理マニュアルに

基づく危機管理体制の周知徹底を引き続き行っていただきたい。 

 

〈放課後対策課〉 

16 子どもスキップは全校に開設されたが、混雑度が高い施設が散見されるなど、改善の余

地がある。施設の現状を把握し、必要に応じてスペースや設備の充実を図っていただき

たい。 

17 家庭環境に左右されることがない学力向上の機会を設けるため、全小中学校で導入され

ているチューター制度を活用するなど、放課後の学習支援の取組みをより充実させてい

ただきたい。 

18 子どもスキップについては、十分な職員配置をし、研修を重ね安全な運営を図っていた

だきたい。 

19 放課後児童相談員の労働条件と職場環境の改善を図っていただきたい。 

20 放課後子ども教室は、プログラムの充実と子どもスキップとの連携を深めて展開をして

いただきたい。 

21 障害のある児童・生徒の放課後活動については、支援を拡充されたい。 

 

〈学校施設課〉 

22 小中学校等のトイレの緊急改善実施や空調設備の導入は大変評価できる。一方で先行し

た設備更新に影響を受けることなく、必要な改善や長寿命化改修の検討は着実に行って

いただきたい。また、体育館の防音性向上や傷んでいる暗幕の更新についても併せて検

討していただきたい。 

23 植物が近くにある教室への蚊などの虫の侵入を防ぐため、そのような教室への網戸の設

置を早急に進めていただきたい。 

24 教職員用の更衣室が男女共用となっている状況の見直し・改善を図っていただきたい。 
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25 小中学校樹木剪定等維持管理費は、樹木の維持管理に支障がないよう適切な予算措置を

行っていただきたい。 

26 区立小中学校等への洗口所の設置を引き続き進めていただきたい。 

27 「学校施設等長寿命化計画」に基づき、今後の施設整備について、地区間のバランスを

取りながら早期の実現を図っていただきたい。 

28 小学校設置基準で必置とされていない学校プールは、外部化や共用化を行う自治体の例

がある。今後、多角的な検討を行われたい。 

 

〈指導課〉 

29 教員が本来業務に集中できるように、それ以外の業務はできるだけ分担すると共に、本

区で導入済みの校務支援システムを活用した業務の効率化や教材等の共有化を図るなど

の取組みが必要である。教育委員会の責任の下、教材費を始めとする学校徴収金や区が

負担する給食費などについて公会計化を進めると共に、教員の業務としないように努め

ていただきたい。また、校長や副校長などの管理職や教員の業務を分担・軽減するため、

学校運営体制の強化、事務職員の活用やサポートするスタッフの配置などに努めていた

だきたい。 

30 幼児期のアプローチカリキュラムや小学校におけるスタートカリキュラムの策定及びカ

リキュラム普及に向けた研修の実施などを進め、保幼小連携を深化させていただきたい。 

31 考え、議論する道徳教育を通じて、子供たちの心の教育を充実していただきたい。また、

学校間で授業の進め方や評価方法などの優れた取組みなどの情報を共有して、よりよい

授業となるよう努めていただきたい。 

32 児童・生徒一人当たり一台のタブレット端末などの ICT 機器を活用した効果的な学習方

法や指導方法を確立し、子供たちの学びが更に充実するよう研究を進めていただきたい。 

33 論理的なプログラミング的思考を育むため、ICT 環境の整備、教材開発や教員研修、外

部人材の活用等、子供たちの学習効果が上がる環境整備や体制の確立に引き続き取組ま

れたい。 

34 デジタル教科書は利便性が高いことに加え、文字を読むことを苦手とする子供や外国籍

の子供への教育効果も期待できる。必要に応じて冊子の教科書と使い分け、よりよいデ

ジタル教科書の活用方法を確立されたい。 

35 本区が先進的に進めてきた「がんに関する教育」について、小児がんや AYA 世代のがん

への理解促進を図られたい。実施にあたっては、東京都や医師会・民間団体など関係機

関との連携も強化しながら進めていただきたい。 

36 発達段階に応じた性に関する教育を進めると共に、子供たちからの相談についても、き

め細やかな対応を行っていただきたい。 

37 SDGs の観点からも、様々なアプローチで環境教育を一層充実されたい。 
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38 租税教育には子供たちが租税の意義や役割を理解すると共に、社会の構成員として税金

の使途に関心をもち社会や国のあり方を主体的に考える自覚を育む、という意義があり、

主権者教育に繋がるものである。また、成人年齢引き下げに伴い若年層の消費者トラブ

ルが社会問題となっており、消費者教育の重要性も高まっている。租税教育では税理士

会、社会保険教育やキャリア教育では社会保険労務士会、主権者教育や消費者教育では

行政書士会といったように専門の関係機関との連携を行い、生徒たちがこれから社会に

出ていくにあたり大切な学びを得るための取り組みを、学校教育において一層充実させ

ていただきたい。 

39 共生社会の形成に向けて障害者理解が進むように、インクルーシブ教育も含め、児童・

生徒、保護者に対し、従来以上の理解啓発に力を注いでいただきたい。特に、同じ場で

共に学ぶことを主眼とした交流及び共同学習をさらに推進されたい。 

40 特別な支援が必要な児童・生徒に対しては、それぞれの特性に合わせた学びと生活の支

援を行い、必要な人員の確保や施設・設備の整備などを進めていただきたい。 

41 教育連携を締結している秋田県能代市との情報交換・交流・訪問などは本区にとって意

義深いため、同市との教育連携を一層深め教育の質の向上に繋げていただきたい。 

42 中学校における部活動は、教育課程外の活動であるものの、学校教育の一環として大き

な役割を果たしている。大きな意義がある一方で、部活動顧問を行う教員へ負担を掛け

ているという現実もある。部活動顧問の処遇改善や備品充実などを行うこと、必要に応

じて外部指導員の協力を仰ぐこと、など持続可能な体制づくりをしていただきたい。 

43 東京オリンピック・パラリンピック後の教育「東京 2020レガシー」の取組みを一層推進

していただきたい。 

44 文部科学省の通知「児童生徒の携行品に係る配慮について」を踏まえ、各校の実情に合

わせて工夫しながら取組んでいただきたい。 

45 学校におけるいじめ対策では、いじめの未然防止や早期発見が大事である。児童・生徒

への心の成長を促す指導を行うと共に、教員間での情報共有の仕組みや心理検査の更な

る活用、関係機関との連携などを通じて、学校におけるいじめ問題を克服するよう努め

ていただきたい。 

46 スマートフォンの普及によりインターネットへのアクセスが容易になり利便性が高まる

一方、子供たちがインターネット上でのトラブルに巻き込まれるリスクが増している。

学校や家庭でインターネットのトラブルから身を守ることや、スマートフォン・携帯電

話の使用についての意識啓発を子供たちへ行うように努めていただきたい。 

47 全校に配置された学校図書館司書を活用し、学校図書館の「学習情報センター」機能を

充実していただきたい。 

48 一人一台のタブレット端末の環境や電子図書館の活用により、子供たちの読書活動の更

なる推進や学びの充実を図っていただきたい。また、事業の際には図書館課と緊密な連

携をしていただきたい。 
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〈教育センター〉 

49 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど専門家や教育センター等によ

る支援体制を一層充実させ、それぞれの専門性を活かした学校へのサポート体制を構築

し、「チームとしての学校」の実現を図っていただきたい。 

50 不登校児童生徒がフリースクール等の学習支援を利用した場合に出席扱いとみなすため

の基準を整理・明確化するなど、不登校児童生徒への支援の充実化を検討していただき

たい。 

51 日本語が不得手な子供たちの実態を把握するための調査や検討を随時行い、そのような

子供たちに対してタブレットを活用した教育支援の拡充、日本語指導教室における保護

者の送迎負担軽減などの適当な支援を計画的に実施していただきたい。 
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